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〇さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項（単品スライド条項）運用マニュアル（令和 4 年 9 月）P.11 全体・インフレスライドと単品スライドの併用（請負代金額・受注者負担の例） 

   

誤  正 

全体・インフレスライドと単品スライドの併用（請負代金額・受注者負担の例） 
 
（全体イメージ） 

 
 

注）１－４のとおり、単品スライド条項の請負代金額は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った 
出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。 

 
 

（補足：単品スライド額の対象イメージ） 

 

 
 

注）全体もしくはインフレスライドと併用する場合は、全体もしくはインフレスライドに基づく 
設計変更契約を先に行う。また、変動額算定に用いる当初設計時点の実勢価格は、全体もし 
くはインフレスライドの基準日の単価を用いる。 

 
 

 

全体・インフレスライドと単品スライドの併用（請負代金額・受注者負担の例） 
 
（全体イメージ） 

 
 

注）１－４のとおり、単品スライド条項の請負代金額は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った 
出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。 

 
 

（補足：単品スライド額の対象イメージ） 

 

 
 

注）全体もしくはインフレスライドと併用する場合は、全体もしくはインフレスライドに基づく 
設計変更契約を先に行う。また、変動額算定に用いる当初設計時点の実勢価格は、全体もし 
くはインフレスライドの基準日の単価を用いる。 

 
 

※青枠内訂正箇所

（全体スライドの場合）

当初積算基準日当初積算基準日当初積算基準日

当初積算基準日

（令和5年1月17日）
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〇様式５－１（別添） 

 

   

誤  正 

 

 

 

※青枠内訂正箇所

（令和5年1月17日）
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〇様式５－１（別添）記載例（２） 

 

   

誤  正 

 

 

 

※青枠内訂正箇所

（令和5年1月17日）


